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実施する具体的な事業の内容

⑧写真及び図
面

⑤事業費
【単位:円】

計(a～d) 28,764,000 28,032,000 27,089,000

特定財源名 （a）または（b）の名称

平成３１年度

⑥事業計画

年度

心臓の場合
①ＦＡＸで仮申請を受け付け、更生相談所にＦＡＸ（仮申請受理）
②術後1ヶ月以内に本申請を行ってもらい、更生相談所に進達し判定が下りたら証発行
（同時に手帳の申請も行う）
腎臓の場合
障害者手帳取得後、手術、又は透析の申請を行ってもらい、更生相談所に進達し判定が下りたら証発行

平成３０年度

更生医療を適用する事で、利用者の医療費の月額負担が低くなり、安心して治療を受ける事ができる。
生活保護世帯→0円/月
非課税世帯の収入によって→2,500円/月　または　5,000円/月
課税世帯の所得割によって→5,000円/月　または　10,000円/月

実　績 未

課題
心臓の場合は主に緊急手術なので、年によって申請者の変動がある為、人数は
予期できない。
腎臓の場合は、継続されるため、人数が急増することはないが、緩やかに増加
している。Ｈ２９年度は１１月末時点で５名の新規透析開始者（受給者証発
行）がいる。
生活保護での受給者は１０割町が負担になるので、金額が大きい。指導して事
前に防げないのか。
病院－利用者－役場　の連携がうまく取れていない時がある。

訂正の実施 訂正の実施

３２年度
目標値

（３７年度）

心臓の場合
①ＦＡＸで仮申請を受け付け、更生相談所にＦＡＸ（仮申請受理）
②術後1ヶ月以内に本申請を行ってもらい、更生相談所に進達し判定が下りたら証発行
（同時に手帳の申請も行う）
腎臓の場合
障害者手帳取得後、手術、又は透析の申請を行ってもらい、更生相談所に進達し判定が下りたら証発行

受給者数 受給者数

事
業
効
果
・

成
果
等

受給者数

実　績

必要な人に受給者証を発行する

目　標

⑦成果目標
（指標）

及び進捗状況 1病院1薬局への訂正

目　標 訂正の実施

30人

障害者医療費 （c）の名称

6,773,000

27,089,000 27,089,000

成果目標（指標）
基準値

（２９年度）
３０年度 ３１年度

心臓の場合
①ＦＡＸで仮申請を受け付け、更生相談所にＦＡＸ（仮申請受理）
②術後1ヶ月以内に本申請を行ってもらい、更生相談所に進達し判定が下りたら証発行
（同時に手帳の申請も行う）
腎臓の場合
障害者手帳取得後、手術、又は透析の申請を行ってもらい、更生相談所に進達し判定が下りたら証発行

平成３２年度

(d)一般財源

(c)地方債等

7,191,000 7,008,000 6,773,000 6,773,000

13,544,000 13,544,000

(b)県費 7,191,000 7,008,000 6,772,000 6,772,000 6,772,000

③事業内容

更生医療は、身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるも
のに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うもの。

視覚障害・聴覚障害・言語障害・肢体不自由・内部障害　＜心臓・腎臓・肝臓・小腸・免疫＞などに適用。
久米島町では肢体不自由・心臓・じん臓・免疫での利用者がいる。（過去2年間にいた）

④実施方法  　 ■直接実施　　　　　　□委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

　28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

福祉課

財
源
内
訳

事業実施
（予定）年度

H30～H32
基本計画の該当個所 施策の柱２７－２

(a)国庫 14,382,000 14,016,000 13,544,000

213

【暮らす】施策の柱２７

①予算事業名 更生医療事業 予算科目 3-1-3-4 基本構想上の位置づけ
上段：「島づくり目標」
下段：「施策の柱」

共に暮らせる島づくり

福祉の充実

②担当部課名


